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生コンの品質保証の歩み 

全国生コンクリート工業組合連合会

会長 青木吉夫

我が国で初めて生コンが昭和24年11月に東京の業平橋の袂にお
いて生産され，以来60年の歴史を刻んで参りました。生コンは重
要な建設資材であることから，昭和28年には，JIS A 5308（レデ
ーミクストコンクリート）として日本工業規格が制定され，品質
保証が強く要求されるようになっております。

生コン業界では，昭和54年度より構造改善事業を実施し，その
一環として組合員工場の品質管理技術レベルの向上に基づく品質
保証の拡充を目指しております。各県の工業組合や各地の協同組
合では，製造工程を中心に，その管理状態を監査するため品質管
理監査制度を構築し，生コンの購入者の信頼性を高めるように努
力して参りました。更に，全国生コンクリート工業組合連合会で
は，平成7年12月に生コンの品質監査制度の中立性，透明性を確
保し，生コンの品質管理体制の確立を図るとともに，生コンの品
質に関して購入者からの高い評価と信頼性をえることを目的に，
当時の通商産業省，建設省等の指導を得て，産官学体制からなる
全国生コンクリート品質管理監査会議（全国会議という）（議
長：岸谷孝一　東京大学名誉教授，副議長：長瀧重義　東京工業
大学教授）を発足させました。翌年には，都道府県においても産
官学の体制からなる各県生コン品質管理監査会議（地区会議とい
う）が設置され，生コン業界全体としての全国統一品質管理監査
が実現されました。これらによる監査基準を用いて生コン工場に
対して第三者による監査を行い，所定の基準を満足し，品質管理
が充分行われていると判断される工場に対して，監査の合格証や
適○マークを交付する制度を確立し関係方面の仕様書等における生
コン工場の選定基準として採用されるようになっております。

生コン業界では，これらの監査制度の活用はもとより，生コン
の品質保証のレベルアップを図るため，JISマーク制度維持や製
造工程の管理状態の向上に対して貴建材試験センターにもご協力
を得て実施しております。この場をお借りしてご尽力に感謝申し
上げたいと思います。



1．新JIS制度による製品認証事業の取組み

《新JIS制度スタート》

昨年6月に工業標準化法が改正されたのに伴い，

当センターでは，新制度で中心的な役割を果たす

標準部を昨年7月に発足させ，登録認証機関とし

て十分な機能を果たすべく準備を行って参りまし

た。認証業務に必要な各種規定類，認証要員の確

保・研修及び認証業務を行う居室のリニューアル

等をタイトなスケジュール関係者の連携で対処し

てきましたが，お陰様で10月3日に第一陣として

登録認証機関に登録されました。国が実施してい

た事業を受け継ぐ「官から民へ」という大きな流

れが今回の新認証制度のポイントになります。つ

まり，1980年から指定検査機関による公示検査が

開始され，1997年には指定認定機関によるJISマ

ーク認定が認められるようになって，その流れの

なかにあるのが今度の新JIS制度と位置づけられ

ます。

当センターでは，第三者認証機関の6原則，①

公平性（Impartiality）②力量/能力（Competence）

③責任/信頼性（Responsibility）④公開/透明性

（Openness）⑤機密性/守秘性（Confidentiality）

⑥苦情の解決（Resolution of Complaints）に遵守

した認証を行っていくことは当然でありますが，

この他に生産者・使用者，最終消費者及び社会的

にも有益な制度にする方策を模索して参ります。

当センターは，従来からのJIS指定検査機関・

指定認定機関としての実績があります。公示検査

では，各年度の全体の約半数近くの検査を実施し，

建築・土木分野を中心に200件近くのJIS原案を作

成しました。中央試験所，西日本試験所では，

JNLA制度への試験区分の登録を積極的に進めて

おります。品質のマネージメント審査登録等も行

っております。これらの事業の実績とノウハウを

活かしながら21世紀に相応しい製品認証制度の一

端を担う所存であります。

2．製品認証事業の組織体系

新JISマーク製品認証事業の組織体系は，常勤

理事会を管理主体とし，標準部を運営主体とした

構成になっており，また，この他に製品認証業務

の事前相談，申請受付を中心とした業務を実施す

る認証事務所の開設を進めています。（図1，2）

3．認証登録の範囲

当センターが認証を行う日本工業規格の範囲

は，Ａ（土木及び建築），Ｇ（鉄鋼），Ｈ（非鉄金属），

Ｋ（化学），Ｒ（窯業），Ｓ（日用品），Ｚ（その他）

部門の135規格です（別表参照）。

当面，これらの認証の範囲で行いますが，製造

事業者等のニーズに応えて，順次，認証の範囲を

拡げる予定です。
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特　集 

標準部標準管理課

『新JISマーク表示制度における製品認証事業』

を開始しました。



4．認証手順

製品認証の手順フローは図3の

とおりです。なお，製品認証の

手順或いは要領等は，審査実施

規程に定められており，詳細は

当センターホームページ（www.

jtccm.or.jp/jismark/）で公開し

ておりますので，ご参照下さい。

なお，本稿で紹介する認証手順は，

「審査実施規程」及び「審査実施細則」

を引用しており，初回適合性評価及

び認証維持審査のフローを要約した

ものとなっています。

4.1 第１ステップ（認証申請）

（1）認証の条件

申請に際しては，次の認証条

件をご確認下さい。

・認証は，一般認証指針，分野

別認証指針，省令，当センタ

ーが定める審査実施規程等に

基づく要求事項の全てに適合

していることが，確認された
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図3 JIS製品認証のフロー

図1 新JISマーク製品認証システム組織図 図2 認証事務所の開設



場合に行われます。

・認証マーク等の表示は，認証契約を締結，認証

書の交付が必要になります。

・認証契約を締結後，当センターのホームページ

等で認証取得者の情報を公表します。

・当センターは，経済産業省へ認証取得者の当該

認証に関する内容を報告します。

（2）認証の申請

・申請は，当センター所定の申請書にてお申し込

み下さい。ホームページからもダウンロードに

よって入手出来ます。

・各事務所では，申請書，品質管理実施状況説明

書等についての相談や事前打ち合わせを行って

います。特に本部事務局・標準管理課では技術

部門のスタッフを含めいろいろなご相談に対応

しております。

注）品質管理実施状況説明書とは，認証を受けようと

する鉱工業品等に係る申請者の品質管理体制が，

JIS Q 1001の付属書2の基準に適合していることを

説明する書類。説明書の様式は，基準Aと基準Bの2

種類。

・申請書及び品質管理実施状況説明書等は，紙面

及び電子媒体にて提出頂きます。

・認証手数料の請求及び納金は，工場審査等に係

る旅費･交通費等を除く申請料金とし，審査計

画の通知及び同意を得てからとなります。

4.2 第２ステップ（初回適合性評価）

初回適合性評価は，初回製品試験及び初回工場

審査を実施し，それらの結果に基づいて行います。

（1）認証の区分

一般認証指針での認証の区分は，通常，該当す

る日本工業規格の範囲が基本となりますが，JIS

の定める種類ごと，等級ごと又は申請者の定める

形式ごと，さらには複数のJISに係る鉱工業品の

群とするなどの方法が許容されています。当セン

ターでは，認証区分について関係団体と協議して

審査要綱を定めています。

（2）初回工場審査

初回工場審査及び初回製品試験には，申請者側

の品質管理責任者と円滑に連絡･調整を行ってい

きます。

・初回工場審査では，品質管理実施状況説明書に

ついて書面審査を行うとともに，認証に係る全

ての工場又は事業場に対して現地審査を行い，

申請者の工場又は事業場の品質管理体制が一般

認証指針に規定されている品質管理体制の基準

Ａ又は基準Ｂに適合するかどうかを審査します。

・品質管理体制の基準Aでは，次の5点が基本に

なっています。基準Ｂでは，これに加えてJIS

Q 9001への適合性が求められます。

①認証に係る日本工業規格に規定する製造設備

又は加工設備を用いて製造していること

②認証に係る日本工業規格に規定する検査設備

を用いて検査が行われていること

③認証に係る日本工業規格に規定する検査方法

により検査が行われていること

④認証に係る日本工業規格に従って社内規格が

具体的かつ体系的に整備され，日本工業規格

に適合することの検査及び保管が，社内規格

に基づいて適切に行われていること

⑤①～④に掲げる事項のほか，品質保持に必要

な技術的生産条件を満たしていること

・審査チームは，過去2年間に当該対象製品の設

計，供給，保全等に関与していない，若しくは

技術指導，コンサルタント等の業務に携わって

いない審査員により編成します。

・現地審査で指摘を行った不適合については，指

定期日までに是正処置報告書を求めます。

（3）初回製品試験

・製品試験のサンプル
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製品試験は，製品認証制度として新たに要求

される審査項目です。製品試験を行うためのサ

ンプリングは，認証機関が行います。その個数

は，JISに定めるすべての製品試験を実施する

ために必要な個数又は量となります。

サンプリングは，現地審査時に審査員が行い

ます。なお，製品の特性，長期材齢，試験期間

の長期化等により，現地審査日と異なることが

予測される場合は，事前打ち合わせ等により期

日を決定します。

・初回製品試験

初回製品試験は，原則として当センターの中

央試験所及び西日本試験所で実施します。なお，

申請者との協議によって立ち会いによる方法又

は第三者試験機関等による試験データの活用が

選択出来ます。この場合は，審査員が当センタ

ーの定める「JIS Q 17025 適合性確認要領」に

基づいて，試験所への該当する要求事項の妥当

性の実証を行います。

4.3 第３ステップ（認証の決定・契約）

（1）適合性の評価

・評価は，是正処置があった場合，是正処置後の

“初回工場審査”並びに“初回製品試験”の結

果により行います。

・認証の可否は，判定委員会が審議します。認証

を決定した場合，申請者に書面にて通知します。

・認証保留は申請者に通知後，指定期限内への是

正処置完了の回答を求めます。期限内に回答が

無かった場合は不認証となります。回答があっ

た場合は，再審査を実施します。

（2）認証契約及び認証書の交付

・認証決定後，認証マーク等の使用許諾に係る契

約を締結します。

・認証契約の内容は，認証書に記載する事項のほ

か，認証の区分の追加又は変更，JIS（国）が

定める認証の基準又は変更，認証の公表，認証

マーク等の誤用の措置等，認証の取り消し等，

認証維持審査，機密の保持等となります。

・認証契約締結後，認証書の記載事項や認証マー

クの表示，付記事項等を当センターホームペー

ジにて公表します。

・認証契約締結後に認証書を交付します。

4.4 第４ステップ（認証維持）

（1）認証の区分の追加又は変更

・認証の区分に定められた工場又は事業場，種類

又は等級及び鉱工業品等を変更又は追加する場

合は，標準管理課もしくは各事務所へ速やかに

書面を提出頂きます。

・追加又は変更に伴い，工場審査（又は現地審査）

及び製品試験の実施が必要とされる場合は，初

回適合性評価等の手順に基づいて実施します。

・工場審査や製品試験の可否等については，追加

又は変更の内容を十分に調査し，判定委員会に

て決定を行います。

・認証契約の締結又は変更を行い，認証書の訂正

又は新規作成で交付します。

（2）認証維持審査

1）定期的な認証維持審査（サーベイランス）

・認証維持審査は，初回適合性評価で確認された

品質管理実施状況説明書の記載内容及び当該製

品のJIS適合性が維持されていることを確認し

ます。

・定期維持審査は，認証契約締結日を起算し，3

年を超えない範囲に1回の頻度で実施し，認証

継続の可否を確認します。

・標準管理課は，認証取得者に対し，有効期間

（有効期間を定めた場合）が切れる6ヶ月前まで

に通知します。

・認証維持工場審査は，認証取得者の品質管理体

制が省令に定める審査基準に基づき，品質管理
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体制の該当基準の全てに満足していることを審

査します。

・認証維持工場審査で，認証取得者の要望があっ

た場合は，JIS Q 9001審査登録制度のサーベイ

ランス結果等を活用します。

・認証維持製品試験は，初回製品試験と同様な手

順で実施します。認証維持製品試験の試験項目

は，当センターが定める「審査実施規程」及び

「個別審査要綱」に基づいて実施します。

2）臨時の認証維持審査

認証取得者から申請があった場合又は当センタ

ーが必要と判断した場合は，臨時の認証維持審査

を行います。臨時の認証維持審査は，初回適合性

評価と同様な手順で実施します。

臨時の認証維持審査は，以下の場合において実

施します。

・認証された鉱工業品等の設計又は仕様の変更若

しくは追加，品質管理体制の変更等

・JIS改正によって，品質管理体制又は製品の品

質性能への影響を及ぼす或いは不適合のおそれ

がある場合

・品質管理体制が審査基準に適合しない旨の第三

者から申立てを受けた場合等（当センターが調

査し，当該事実を把握した場合において）

・認証された鉱工業品等がJISへの適合性，品質

管理体制の基準が適合しないおそれの事実を把

握したとき

（3）認証マーク及び付記事項の表示

・認証マークの表示及び表示方法は，認証契約に

基づいて行います。認証マークの近傍に表示する

事項は，JISの番号，JISの種類又は等級，当セン

ターの略号，認証取得者の略号等までとなります。

・付記事項は，JISに定められた表示事項，認証

取得者の略号等，製造の時期等，工場等の略号

（複数工場の場合はその識別表示）等となりま

す。

・表示箇所は，鉱工業品等又は包装，容器，送り

状となります。

（4）違法な表示等に係る措置

・認証マークと紛らわしい表示，第三者に誤解を

招くおそれのある広告等による認証マークの誤

用等の場合や認証された鉱工業品等がJISに適

合しない場合の措置として，当センターは認証

取得者に対し，認証の取消し又は表示の使用停

止を書面で通知します。

・認証マークの使用の停止に係る措置には，認証

取得者に書面で通知した後，予防措置や是正処

置を行わなかった場合，当センターは認証の取

消しを行います。

・認証取得者が認証維持審査を拒否した場合等の

措置として，当センターは認証取得者に係る認

証の全ての取り消しを行います。

（5）認証に係る公表

・当センターは，省令第六号第十四条（平成17年

3月30日）に基づき，認証に係る公表を行います。

・鉱工業品又はその加工技術の認証を行ったとき

は，当センターのホームページを活用し，認証

契約締結日及び認証番号，認証取得者の関連事

項を，また認証を取消ししたときも同様に公表

します。

5．認証料

認証料は，審査のタイプ（新規，既存JIS工場，

複数工場一括，ロット・バッチ認証）並びに申請

者の品質管理体制（基準A，基準B）別に定めて

います。（表1）

なお，この認証料金の他に，別途“製品試験料

金”，“製品認証審査に伴う審査員旅費”が発生し

ます。
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6．製品認証個別審査要綱

新JISマーク表示制度における審査は，JIS Q

1001（適合性評価―日本工業規格への適合性の認

証―　一般認証指針）並びにJIS Q 1011～1013の

分野別認証指針に基づいて実施されます。しかし，

これだけでは，個別の製品規格の審査手順，要領

が不明瞭となります。そのため，改正前の工業標

準化法に基づく審査の基準を定める省令に基づく

“個別審査事項”に該当する「製品認証個別審査要

綱（以下，個別審査要綱）」を別表に示す認証登録

している規格について作成しています。

個別審査要綱には，主に次の事項を規定してい

ます。

1）認証の対象規格

2）認証の区分

3）初回適合性評価

ａ）初回工場審査，ｂ）初回製品試験

4）評価

5）認証維持審査

〈技術的生産条件〉

1）製品の管理

2）資材の管理

3）製造工程の管理

4）設備の管理

5）外注管理

ａ）製造工程の外注，ｂ）試験の外注，

ｃ）設備の管理における点検・修理，点検・

校正などの外注

6）苦情処理

7）製品試験

ａ）初回製品試験，ｂ）認証維持製品試験※，

ｃ）合否の判定

8）表示並びに取扱い上の注意事項及び維持管

理の注意事項

個別審査要綱は，社内規格又は品質管理実施状

況説明書の基本として，これらの項目について，

その内容を規定しています。

7．JIS Q 17025への適合性確認及び測
定の不確かさの適用方針

7.1 JIS Q 17025への適合性確認要領

調査票は，認定試験所相当の試験所に適用する

ものと，立合試験で申請者の試験室に適用するも

のとの2種類を作成しています。

（1）認定試験所相当の試験所

認定試験所相当試験所は以下の試験所が対象に

なり，JIS Q 17025の要求事項のうち，主として

5.（技術的要求事項）及び4.（管理上の要求）事

項の該当部分を適用します。

・JTCCMの試験所で，JNLAの登録区分以外の試

験を対象とする場合

・JTCCMの委託契約試験所（認定試験所以外の

試験所）に適用

・非認定の第三者試験所

建材試験情報10 ’05 11

表1 認証料金

備考1 国内申請者料金で，消費税込みの料金です。
備考2 認証区分が2つの場合，既存のJIS工場審査料は

30,000円，新規審査料及び認定維持審査料は
45,000円が加算されます。認証区分が3以上の場
合は上述の30,000円 又は 45,000円に1認証区分ご
とに10,000円が加算されます。また，製品の種類，
数によっては，追加の費用が必要になります。

備考3 審査工数等が上記料金の算定根拠と著しく異なる
場合は上欄料金を減額又は増額されます。



・申請者が自社試験室の試験データを活用する場

合

（2）立合試験での申請者の試験室

立合試験で申請者の試験室を適用する場合，

JIS Q 17025の要求事項のうち，適用するのは主

として5.（技術的要求事項）の要員，施設，設備，

試験の方法に関する事項及び4.（管理上の要求）

事項の該当部分を適用します。

7.2 JIS Q 17025への適合性確認のチェック

ポイント

（1）4.（管理上の要求事項）は，ISO 9001の基本

原理に基づいています。その原理として次の

3つのポイントが上げられます。

①品質システムの運用

・潜在的不適合の予防措置

・顕在化した不適合に対する原因究明と再発

防止

・不適合の原因と再発防止に対する是正処置

・品質システムの見直し

②組織の権限と責任の明確化

③文書管理及び記録の管理

（2）技術的要求事項のポイントは，以下のように

なります。

①試験所要員の資格と教育訓練

②試験施設の試験環境の管理

③試験設備の校正計画とトレーサビリティ

④最新版試験規格，作業指示書による試験及び

測定の不確かさ

⑤試験技能の確保

⑥試験サンプルの管理

⑦試験報告書

JIS Q 17025への適合性は，該当する事項につ

いての適合性が求められています。技術的要求事

項は実効性があるものですが，当センターでは，

必要最小限の適用に限定しています。

7.3 測定の不確かさの適用方針

試験において測定の不確かさを適用する場合，

以下の方針があげられます。

①試験における測定の結果が数値で表されない

定性試験には測定の不確かさは必要としな

い。

②試験における測定の結果が数値で表される

JIS の試験方法であって，測定の主要な要因

の値に限界を定め，計算結果の表現形式を規

定している場合，それらの記述から不確かさ

を推定できる場合は，新たに求める必要はな

い。

③試験における測定の結果が数値で表される

JIS の試験方法であって，②以外の試験の場

合には，測定の主要な要因を特定し，合理的

な方法で推定を行う。合理的な推定とは，試

験の実績に関する知識，妥当性確認，品質管

理，日常的に実施されている試験等のデータ

を活用する方法が考えられる。

依頼試験の受託業務を行う試験事業者において

は，不確かさに対して少なからず認識されてきて

います。しかし，インハウスラボにおいては不十

分であり，どこまで厳密性を求めるのか定見は見

あたりません。当面は，当該試験における不確か

さの要因を特定すること，日常の品質管理データ

や測定データ及び仕様書，既存論文のデータ等を

活用して推定を試みることで十分であると考えて

います。

8．「製品認証業務」に関する事務所のご案内

認証業務の申請受付，ご相談は次の事業所で行

っております。皆様のご利用をお待ちしておりま

す。

建材試験情報10 ’0512



建材試験情報10 ’05 13

別表認証登録の範囲（日本工業規格の番号及び名称）

〈申請受付窓口〉
・標準管理課（本部事務局：東京都中央区）

TEL 03－3664－9251 FAX 03－3664－9301
hyoujun-kanrika@jtccm.or.jp

・西日本分室（山口県山陽小野田市）
TEL 0836－72－1223 FAX 0836－72－1960

〈審査に関する窓口〉
・認定検査課（本部事務局：東京都中央区）

TEL 03－3664－9214 FAX 03－5645－3003
〈お問合せ窓口〉
・札幌支所

TEL 011－738－8522 FAX 011－717－9959

・仙台支所
TEL 022－212－6866 FAX 022－224－0211

・名古屋支所
TEL 052－259－2377 FAX 052－241－7077

・関西分室（大阪）
TEL 06－4707－8893 FAX 06－4707－8895

・四国支所（高松）
TEL 0878－51－1413

・福岡支所
TEL 092－737－3611 FAX 092－737－3612

なお、上記窓口の案内地図はホームページをご
参照下さい。www.jtcc.or.jp/jismark/
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別表　認証登録の範囲（日本工業規格の番号及び名称） （つづき）
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別表　認証登録の範囲（日本工業規格の番号及び名称） （つづき）

（文責：標準管理課　米澤房雄）





新JISマーク表示制度と建築性能

（その１）

10月よりスタートした新JISマーク表示制度に

よる民間の第三者認証機関の製品認証について，

その背景と建築性能との関連，製品（材料，部材，

設備）を選択し利用する発注者・設計者・施工者

（建設業界）等の業務への影響，材料・製品の選

択がどのように行われるのかといった内容につい

て今月号から数回に分けてご紹介します。

〈建築の性能規定化と製品認証〉

・1998年に建築基準法が改正されて建築分野も本

格的に性能規定化の時代に入りました。また，

2000年に施行された住宅の品質確保促進法により

多種多様な工法で作られる住宅を横並びで比較で

きる「住宅性能表示制度」が導入されました。

・2005年には公共工事の品質確保促進法が制定さ

れて，公共工事の入札を価格のみの競争から技術

や品質を含めた総合評価することへと転換しまし

た。

・これに先立つ，1973年には建築関連の性能につ

いて「建築の部位別性能分類」（JIS A 0030）が

制定されています。この規格では建築の部位（壁，

床，天井及び屋根）の性能を表すために，性能項

目，測定項目，測定単位，級別について規定し，

JISサイドから性能評価の準備が進められていま

した。

・国際的な基準・認証制度に整合させるために

2004年に改正された工業標準化法により，JISマ

ーク表示制度が「工場認定」から「製品認証」に

大きく転換して，本年10月から「製品認証」がス

タートしました。
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たより

新JIS制度の動き⑩



・ＥＵにおいても建設分野の性能規定化への転換

が図られていて，「建設製品指令」により製品が

適合しなければならない基本的な要件を示す「必

須要求」を規定してＣＥマーキングが付記された

製品を利用することが定められています。

〈公共建築工事標準仕様書と性能規定〉

・「公共建築工事標準仕様書」が2004年に性能規

定化に基づき改正されました。

・この「標準仕様書」では，公共施設の基本的性

能を社会性，環境保全性，安全性，機能性，経済

性の5つの大項目と，小項目では33の項目（景観

性，省エネルギー・省資源，耐震，対火災等）が

設けられ，各性能項目に関して公共施設が備える

べき性能水準が設定されています。また，この中

にはJISが約240件引用されており使用される材料

等の品質も定められています。この標準仕様書は

民間の建築工事でも広く利用されています。

・これまでの材料・工法で規定する「仕様規定」

から「性能規定」化することにより，設計の自由

度や設計目標が明確にされ，さらに次のような効

果が期待されています。

①民間等の技術力を積極的に活用できる。

②これより技術開発が促進されコストの縮減が

期待できる。

③施設の目標とする性能水準が，全ての関係者

に理解しやすくなる。

④発注者等の説明責任（アカウンタビリティ）

が向上する。

・性能規定化は建築の国際基準の整合化へ対応す

ることにもなります。すなわち，「貿易の技術的

障害に関する協定（ＷＴＯ／ＴＢＴ協定）」では，

「適切な場合に，加盟国はデザイン又は記述的に

示された特性よりも性能に着目した産品の要件に

基づく強制規格を定める。」とされていることに

も応えることが出来るからです。

・2003年に中央合同庁舎７号館の整備を担う民間

事業者が選定されましたが，PFI（民間資金等の

活用による社会資本の整備）方式による事業契約

が行われています。この整備事業では，設計・建

設・維持管理・運営を通したライフサイクルコス

トの削減と同時に，性能発注によるコスト縮減等

が期待されています。

〈民間第三者認証機関により認証された製

品の利用〉

・建築物の要求性能を満たすには，使用される材

料，部材の品質が重要です。このため国際的な規

格，基準に整合した認証制度のもとでJISに適合

していると保証されている製品の選択・利用も考

えられます。そのためには，第三者認証機関によ

る製品試験と工場審査に基づき認証（JIS適合性

を保証）された製品から，メーカーや価格を比較

検討して自由に選択することが期待されます。

・これは，建設分野における性能発注，性能評価，

性能表示を確実に促進し，発注，設計，調達，施

工，検査，維持・管理の一連の作業が国際標準

（グローバル化）に対応するようになります。また，

ネットワーク（IT）を活用した製品情報の利用に

より，建設に関わる各分野の業界・企業の業務の

効率化と横断的な情報の共有が可能となり，業務

プロセスの透明化が進むことが期待されます。

これによりポスト工業化社会（生産・経営プロ

セスの情報化と情報公開と活用による生産性の高

い社会）に相応しい「質の高い市場」で評価され

る建設業の出現を強く後押しすることになりま

す。

次回は新JIS制度と性能規定化の進展が設計業

務に及ぼす影響について紹介します。

（文責：企画課）
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平成16年6月末から7月初旬にかけドイツのフラ

ウンホーファー建築物理研究所ゼドルバウアー所

長，キュンツエル博士，田中啓輔研究員が来日さ

れ，筆者らと共に東京では6月29日の日本建築学

会と6月30日の東京の国連大学，7月2日のキャン

パスプラザ京都，7月5日の札幌エルプラザにおい

て「サステｲナブル・ジャパン～地球環境と私た

ちの生活」というテーマでシンポジウムを行った。

国連大学では360名，キャンパスプラザ京都260名，

札幌エルプラザ260名という入場者があり，どの

会場も大変な盛況であった。

フラウンホーファー研究所とは，ドイツの物理

学者で発明家，起業家でもあったヨゼフ・フォ

ン・フラウンホーファー（1787～1826）に因んで

いる。年間の研究予算は約1485億ユーロでドイツ

国家が約50％を出資している。残りは民間からの

寄付や委託研究によるもので，日本を含む外国企

業も多くの委託研究を行っている。1949年に設立

され，本部はミュンヘンにある。研究所はドイツ

国内に58ケ所，米国に8ケ所あり，スタッフは主

に研究者と技術者だけで12,000人いる。

フラウンホーファーはフラウンホーファー線の

発見者として有名である。太陽スペクトルに576

本もの黒線を発見した人物である。これがフラウ

ンホーファー線であるが，スペクトル分析の基礎

を確立した人物として有名である。また回析現象

を回析格子を用いて研究し，光の波長の測定も

行った。このように応用技術に長けた人物であっ

たので，最先端の応用技術研究機構の名称になっ

たのである。その内来日されたゼドルバウアー博

士が所長をしている研究所は建築物理学の研究所

と称している。シュツットガルトとミュンヘンの

郊外のホルツキルヘンという所に研究所がある。

ゼドルバウアー博士は両方の研究所の所長をして

いるので，毎週両研究所を往復している。またシ

ュツットガルト大学では建築物理学の教授を行っ

ており，多忙な毎日である。主に音，熱，光，空

気環境，水蒸気などと建築物の関係の調査研究を

行っており，シミュレーションも行い様々な計算

プログラムを開発している。この建築物理学研究

所は丁度平成16年に創立75年の式典を催してい

る。ホルツキルヘンには広い敷地を所有している

ので，屋外で耐候性試験を長期にわたり行ってい

る。ここは海抜700mという高地にあり，冬の降

雪，夏季の高温と強い日射は有名で，ここの耐候
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フラウンホーファー研究所と非定常熱湿気同時移動の
シミュレ－ションプログラム・WUFI（その1）

お茶の水女子大学生活科学部教授 田中辰明

写真１「サステｲナブル・ジャパン～地球環境と私た

ちの生活」シンポジウム

WUFI



性試験で耐えられた建材や建築構造物はドイツの

どこで使用しても大丈夫であると言われている。

もちろん，建築材料の熱伝導率を始め構成部材の

熱貫流率，透湿率の測定など基礎的な研究も根気

よく行われている。これらの研究，試験への取り

組みは我が国の（財）建材試験センターと良く似

ている。

外断熱に関しても長期にわたり断熱材，表面の

仕上げ材，施工される方位を代えて，暴露実験な

どを行っている。そういう背景があってドイツで

は外断熱が普及していったのである。

ゼドルバウア所長は，昨年2003年11月に前任者

のゲルテｲス教授からバトンタッチし挨拶のため

米国などを回って日本にやって来られた。ドイツ

における大きな研究所が，わが国でシンポジウム

を開催するというので6月30日には駐日ドイツ連

邦共和国大使公邸においてシュミーゲロウ大使招

待のレセプションも行われた。平成16年7月に行

われたシンポジウムの要点は次の通りである。

１．熱と湿気が同時に移動する非定常解析プ

ログラム“WUFI”（ヴッフィ）の紹介

WUFIは熱，湿気の挙動が精度良く計算できる

ので外断熱工法の研究，検討にも大変に有効なプ

ログラムである。建物が建つ土地の年間の気象デ

ーターにより建物の断熱材の位置で年間の水分蓄

積がどのようになるか計算できるものである。ホ

ルツキルヘンで行ってきた長期にわたる曝露実験

も大切であるが，莫大な費用と時間を必要とする。

昔はコンピューターも高かったので，曝露実験も

意義があったのであるが，最近はパソコンも安く

性能は飛躍的に向上していることから，シミュレ

ーションにより置き換えられるものは置き換える

ようにとして開発されたものである。ホルツキル

ヘンの研究所は1951年にスタートしているので，

50年以上の歴史を持つ。WUFIには建物部位の構

造，方位，傾斜，建物に関する条件，温度や湿度

の初期条件，また建物外皮を構成する建材の密度，

熱伝導率，比熱，水蒸気拡散抵抗計数などを入れ

て計算するようになっている。その際に計算を行

う土地の気象条件を入力する必要がある。これに

よりどのような季節に外皮内にカビが発生するか

なども計算できる。ドイツで育ったWUFIも今で

は英語，フランス語，ポーランド語など様々な言

語のものができているが，次は日本語バージョン

に取り組んでいる最中である。

２．室内側に設ける透湿率の変化する膜“PA

シート”の紹介

またフラウンホーファー研究所で開発された

PA膜の紹介が行われた。多孔質の膜で材料が湿

ってくると孔が開き，水蒸気を透過させる性質を

持つ。このPA膜を外壁の室内側に貼った場合例

えば夏の湿度が高い時には透湿抵抗が小さくな

り，乾燥を促す。そして冬の湿度が低い時には，

透湿抵抗が大きくなり，室内から外壁内へ向かう

湿気の侵入を防ぐ。つまりこのシートの効用は結

露の発生を抑え，また必要な場合は乾燥を促し腐

敗，カビ発生などの湿気による害を防ぐことがで
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写真２　フラウンホーファー研究所の講演会と同時

に行われたドイツ大使官邸におけるレセプション
（右よりグランラート駐日事務所長，ゼドルバウアー所長，シュ

ミーゲロウ駐日ドイツ大使，キュンツエル博士，著者）



きるものである。わが国の壁内防湿の考え方は室

内側に防湿層を貼り，室内で発生した水蒸気を壁

内に入れないという考え方であったが，これでは

壁内に何らかの損傷で雨水などが浸入した場合，

その逃げ場がなくなってしまう。筆者の研究室で

室内からはカビは見えないが，敏感な住人がアレ

ルギー性疾患を起こし困っているので調査して欲

しいといった依頼を受けることがある。このよう

な場合確かに室内側からはカビは見えないのであ

るが，エアサンプラーで調査するとカビの胞子量

が異常に多い。そして防湿層となっている壁紙を

剥がすとその裏がカビで黒色になっているという

場合がる。このような場合，ドイツのような吸放

湿をするPAシートを張っておくことは有効である。

３．汚れない建築仕上げ

池に咲く睡蓮の葉っぱは撥水性で水滴も落ちて

しまい，汚れない。フラオンホーファー研究所で

は睡蓮の葉にヒントを得，この構造を電子顕微鏡

などで調査し，同じ表面構造になる材料を開発し

ている。今までの研究開発によって，ある程度ま

では，睡蓮の葉っぱの表面構造を人工的に再現す

ることが出来ている。今後も研究所でより自然に

近い構造を作り出し，性能を上げていくとのこと

である。

４．日独の共同研究

フラウンホーファー研究所のStuttgartには筆者

の研究室の卒業生，田中絵梨さんがドイツの国費

留学生（DAAD奨学生）の研究員として勤務して

いる。また，昨年9月には私共の大学院生である

野中有夏さんがHolzkirchenの研究所に留学し

WUFIに関しさらなる研究を行った。フラウンホ

ーファー研究所も田中絵梨さんを通して日本では

PAL，CEC，CASBEE，次世代省エネルギ ー基準

等という考え方があることを知り，現在共同研究

に拍車がかかっている。筆者も平成16年11月9，

10日にStuttgartで開催されたフラウンホファーの

建築物理の研究会に招待され共同研究の成果発表

を行った。また平成17年3月11日にStuttgartのフ

ラウンホーファー研究所で開催された住宅に関す

るワークショップで筆者が講演を行った。内容は

日本の住宅事情，省エネルギー住宅，日独の住宅

比較，ドイツの住宅で日本が学びたい点などであ

った。

フラウンホーファー建築物理研究所は，ご紹介

したように日本人スタッフが駐在しているので共

同研究などのコンタクトをとる事も可能である。

メールでの連絡は日本語で大丈夫であり，tanaka

@ibp.fhg.deである。また東京にも代表部を持っ

ている。2004年6月，7月の日独シンポジウムで最

初にご挨拶を行ったロレンツ・グランラート博士

が日本事務所の代表を務めている。東京赤坂のド

イツ文化会館内にあり共同研究，委託研究，コン

サルテｲングなどご相談に応じている。今回わが

国でのシンポジウムを主催した「外断熱推進会

議：〒105-0011東京都港区芝公園3－5－8，機械

振興会館メカトロ団体内，電話 03-3436-4755，堀

内正純事務局長」を通しても連絡が取れる。日本

で行われたシンポジウムのビデオも同所で入手可

能である。

建材試験情報10 ’05 21

写真３　ワークショップでの講演



１．はじめに

日本は，2005年にISO／TC162（国際標準化機

構／専門委員会「窓及びドア」）の国際幹事国と

なり，この専門委員会において主導的な活動を行

っている。この活動の中でJIS A 1517（脈動圧に

よる建具の水密性試験方法）を国際規格とするこ

とをISOに提案しており，現在CD（委員会原案）

の段階に至っている。通常，ISO規格作成までの

流れは，NWIP（新規業務提案）→WD（作業原

案）→CD（委員会原案）→DIS（国際規格原案）

→FDIS（国際規格最終原案）→ISO（国際規格）

となっている。本規格はDIS，FDISを目指して作

業中である。

TC162で活動している主な国は，現在日本，フ

ランス，イギリス，ドイツ，ノルウェー，スウェ

ーデン，オーストラリア，中国の9カ国である。こ

れまでの各国との意見調整において中国から，試

験条件に関する技術コメントが届いている。この

規格案は台風地域に限定した試験方法であり，

CEN地域よりも中国の関心が高く，中国との間

でこの試験方法を合意することが，国際規格化を

円滑に進めるために重要であることと考え，中国

の意見を試験方法に包括することが必要と考えら

れた。このため中国提案の測定方法に基づく水密

検証実験を行い，日本提案規格案との整合を検討

することとした。

本報告では，日本から提案しているCD15821

（委員会原案：窓とドア／脈動圧による水密試験

方法）に対して中国の国家規格標準（GB／

T7108）の脈動周期及び水噴霧量が許容出来るか

否かを主眼とし，試験条件の違いによる試験結果

への影響を把握し，試験方法の妥当性を検討した

ものである。

２．JIS規格と中国規格の相違点

JIS A 1517では，脈動周期は2秒の近似正弦波，

水噴霧量は4褄/m2・minとしている。水噴霧量の

根拠は，台風常襲地域である日本の状況に合わせ，

独自の噴霧量を規定したものである。日本各地の

降水量の最大記録（10分間降水量）がほとんど20

㎜から40㎜の範囲にあることから，この上限値40

㎜を1分間当たりの噴霧量に換算したものである。

脈動周期も同じく統計的に暴風時の風圧力の振幅

と周波数から算出し決定したものである。これに

対し中国の規格では，脈動周期は3～5秒の近似正

弦波，水噴霧量は，脈動の場合3褄/m2・minとな

っている。

３．試験体　

試験体は，図１及び図２に示す内法寸法W1654

㎜×H1291㎜（試験体１）及びW1650㎜×H1800

㎜（試験体2）のスライディング（引違い）のア

ルミニウム合金製サッシである。

試験体１は，下枠部に水密性能を向上させる排
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技術レポート

アルミニウム合金製引き違い窓による脈動圧水密検証実験

和田暢治＊

＊建材試験センター中央試験所　品質性能部環境グループ統括リーダー代理



水弁が設置されたものであり，試験体２は，排水

弁は設置されていない。本検証実験でスライディ

ング（引違い）サッシを選択した理由として，広

く使用されている開閉方式であることに加えて，

試験規格に測定するように明記されてはいない

が，下枠とかまち間に漏水した水位を測定するこ

とにより脈動周期と水噴霧量の違いによる影響を

比較検討できるためである。
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図１　試験体１

表１　試験装置仕様

図２　試験体２

図３　試験装置



４．試験方法

試験は，JIS A 4706（サッシ），JIS A 1517（建

具の水密性試験方法）及び中華人民共和国国家標

準（GB／T7108）に準拠して行った。装置は図

３及び表１に示す動風圧試験装置を使用し，表２

に示す試験条件及び図４～８に示す加圧プロセス

で試験を行った時の室内側への漏水状況を観察し

た。また，参考として各圧力ステップ条件時のサ

ッシ下枠に溜まった水位を測定した。水位は，召

合せ部から100㎜離れた位置で測定を行った。

試験条件Ⅰ（JIS規格）については，各圧力ス

テップ終了後にサッシの水切り作業を行った。ま

た各試験条件終了後においても同様にサッシの水

切り作業を行った。なお，試験体１は条件Ⅰ～条

件Ⅵまでとし，条件Ⅰは圧力250，350，500Paで

条件Ⅵは圧150，250，350Paで試験を行った。試

験体２力は中央値350Paまで試験を行った。また，

試験体１及び試験体２共に条件､及びⅤの0Paの

試験は省略した。

５．試験結果

試験結果の概要をまとめたものを表３及び表４

に示す。また，漏水状況の主なものを写真１～４

に示す。

６．考察

JIS A 4706（サッシ），JIS A 1517（建具の水

密性試験方法）の試験方法は試験条件Ⅰにあたる

が，表３及び表４から他の試験条件と結果に大き

な差はないことが分かる。更に詳細に検証するた

めに下枠とかまち間の水位を測定したものを試験

条件の詳細と合わせて表５及び表６に示す。

1）試験体1（表５）の水位差における考察を以下

に示す。

水位差における考察を行う場合に考えられる比

較項目として，脈動周期の違いによる比較，脈動

周期の違いによる比較，試験条件Ⅰ（委員会原案）

との比較が考えられる。水位測定結果を見ると圧

力差の高いところで水位が安定していない。これ

は，排水弁の影響が要因であると思われる。安定

していない水位の平均値を使用して各項目で比較

を行うと，各比較項目すべてにおいて水位差は１

㎜以内であり試験結果への顕著な影響は見られな

かった。静圧の試験条件Ⅵにおいては，本検証実

験の目的は，脈動圧の検証であるので脈動圧と静

圧の差の検証は行わないが，試験条件Ⅰと比較す

ると水位差が水噴霧量が少ないのにかかわらず

4.5㎜大きく出ている。これも同じく排水弁の影

響が要因であると思われる。試験体1に関しては，

排水弁の影響により水位が安定していないこと

と，圧力差の違いによる水位差が小さかったこと

から，水位差は僅かであったが試験体1だけから

脈動周期と水噴霧量の違いによる影響の結論を出

すのは困難である。

2）次に試験体2（表６）における考察を以下に示

す。

①脈動周期の違いによる比較

水噴霧量が4褄/m2・minの試験条件では，試

験条件Ⅰ，Ⅲ，Ⅴの比較，水噴霧量が3褄

/m2・minでは，試験条件Ⅱ，Ⅳ，Ⅷの比較に

なる。この試験条件間の水位差は，水噴霧量4

褄/m2・min で0㎜～1㎜であった。水噴霧量3褄

/m2・minでは0.2㎜～1.8㎜であった。

②水噴霧量の違いによる比較

脈動周期が2秒の条件は試験条件Ⅰ，Ⅷの比

較，脈動周期が3秒の条件は試験条件Ⅱ，Ⅲの

比較，脈動周期が5秒の条件は試験条件Ⅳ，Ⅴ

の比較となる。周期2秒の条件では0㎜～1.5㎜

の水位差であった。周期3秒の条件では0.5㎜～

1.5㎜の水位差であった。周期5秒の条件では1

㎜～2.3 ㎜の水位差であった。
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表２　試験条件



建材試験情報10 ’0526

図４　水密性試験加圧プロセス（試験条件Ⅰ）

図５　水密性試験加圧プロセス（試験条件Ⅱ～Ⅴ）

図６　水密性試験加圧プロセス（試験条件Ⅵ）

図７　水密性試験加圧プロセス（試験条件Ⅶ）

図８　水密性試験加圧プロセス（試験条件Ⅷ）



③試験条件Ⅰ（委員会原案）との比較

・圧力差の中央値100Paにおいて

試験条件Ⅰの12.5㎜に対して，水噴霧量が同

じで脈動周期が3秒及び5秒の試験条件Ⅲ及びⅤ

の水位は，試験条件Ⅲで1㎜水位が低く試験条

件Ⅴでは0.5㎜水位が低かった。水噴霧量が少

ない試験条件Ⅱ及びⅣにおいては，試験条件Ⅰ

と比較して0.5㎜～1㎜の水位差であった。
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写真１　試験体１，試験条件Ⅲ，圧力差200Pa

写真２　試験体１，試験条件Ⅴ，圧力差500Pa（枠外）

写真３　試験体２，試験条件Ⅲ，圧力差250Pa

写真４　試験体２，試験条件Ⅱ，圧力差350Pa（枠外）

表３　試験結果（試験体１）

表４　試験結果（試験体２）



・圧力差の中央値150Paにおいて

水噴霧量が試験条件Ⅰと同じ4褄/m2・minの

試験条件Ⅲ及びⅤでは0.2㎜～0.5㎜の水位差で

あった。水噴霧量が3褄/m2・minの試験条件Ⅱ，

Ⅳ，Ⅷにおいては試験条件Ⅰと比較して0㎜～

1.8㎜水位が低くなっている。

・圧力差の中央値250Paにおいて

水噴霧量が試験条件Ⅰと同じ4褄/m2・minの

試験条件Ⅲ及びⅤでは0.5㎜～1㎜の水位差であ

った。水噴霧量が3褄/m2・minの試験条件Ⅱ，

Ⅳ，Ⅷにおいては試験条件Ⅰと比較して1.5㎜

～2.2㎜水位が低くなっている。静圧に関しては水
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褄

表５　試験結果一覧（試験体１）

褄

表６　試験結果一覧（試験体２）



噴霧量が同じ場合大きな差はなく，水噴霧量が2

褄／m2・minでは4㎜程度水位が低くなった。

以上の結果をまとめると脈動周期の違いによる

比較では，おおむね水位差は1㎜以内であり最大

で1.8㎜であった。水噴霧量の違いによる比較で

は，脈動周期と比較して全体的に影響が大きく最

大で2.3㎜であった。この結果から，脈動周期よ

り水噴霧量の方が水位差に影響を与えることがわ

かる。ではこの水位差が実際にどの程度結果に影

響があるかということであるが，水位差を実際の

風速に換算して比較することとした。試験体2は，

表６を見てわかるように圧力差の中央値を50Pa

上昇させると下枠とかまち間の水位が試験条件Ⅰ

では約7㎜上昇する。他の条件でもほぼ同じ上昇

量である。圧力差を速度圧と見て外部風速に換算

するには次の関係がある。

ΔP=ρv2/2 

ΔP：圧力差（Pa），

ρ：空気の密度（m3/kg），

v：風速（m/s）

例えば水位差が大きく現れた圧力差250Paと

200Paでは，風速に換算するとその差は，2.15m／s

であり，7㎜の水位上昇に対して試験条件の違い

による最大値である2.3㎜の差があったとして風

速の差に換算すると0.7m/s程度のものである。

同じように150Paと100Paで換算しても風速の

差は0.95m/sである。このことから，今回の検証

実験では，試験条件の違いにより試験結果に大き

な差は出ないと判断できる。

７．おわりに

ISO／TC162国内審議委員会（委員長　勝野奉

幸 譛建材試験センター中央試験所長（ISO／TC

162議長））では，「CD15821（委員会原案：窓と

ドア／脈動圧による水密性試験方法）の試験条件

について中国国家規格標準（GB ／T7108）を包

括する範囲で修正する。」との判断を行った。

試験結果から，JIS A 4706（サッシ），JIS A 1517

（建具の水密性試験方法）の試験条件と中華人民

共和国国家標準（GB／T7108）の試験条件を比

較しておおむね試験結果に顕著な差は出ないと考

えられる。また，前述したように脈動周期2秒，

水噴霧量は4褄/m2・minの根拠は，台風常襲地域

である日本の状況に合わせ，独自に規定したもの

であり，国際規格にするに当たって他国の状況を

包括する必要はあり，CD15821の試験条件につ

いて中国国家規格標準（GB／T7108）を包括す

る範囲で修正することは妥当であるといえる。た

だし，今回検証を行った下枠とかまち間の試験条

件による水位差が何㎜まで試験結果に影響が出な

いと言えるのか，現時点では明確ではないため，

今後更にデータを蓄積することが必要である。

【参考文献】
１）JIS A 4706（サッシ）
２）JIS A 1517（建具の水密性試験方法）
３）中華人民共和国国家標準（GB／T7108）
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１．はじめに

現在目覚しい経済発展を続けている中国は「世

界の製造工場」と呼ばれているが，近い将来必ず

製品を大量に消費する「消費大国」となるに違い

ない。このため，中国の市場開放が更に進むにつ

れて日本企業においても中国市場でのビジネスチ

ャンスが広がっていくと予測される。

しかし，ビジネスとして巨大な市場は確かに魅

力的であるが，これまで遅れていた中国の法整備

が近年になって急速に進んでいる中，国家標準規

格や認証制度の頻繁な見直し，改正が行われ，そ

れに伴って組織や体制の統合，移動及び廃止等変

化が著しい。日本から進出を考えている企業にと

っては注意が必要である。

本報告は，中国に於ける標準規格や認証制度の

体系について，上海市建筑科学研究院・工程及材

料検測技術研究所の 津 所長（Mr.Lu Jinlong）

が昨年8月に当センター中央試験所で講演された

内容と，それに関連して調査した結果の概要をま

とめたものである。

２．中国の基本データ

○面積及び人口 中国は広大な面積と人口を有す

る国である。面積約960万平方キロは日本の約26

倍，ロシア，カナダに次いで世界3位。人口約12

億7000万人は，日本の約10倍で世界1位。世界人

口の４～5人に1人が中国人ということになる。

○全国人民代表大会 立法権を行使する最高の国

家権利機関で，日本の国会に相当する。

○国家主席 国家元首に相当し，全国人民代表よ

り選出され任期は5年である。

○国務院 日本の内閣に相当する国務院は，最高

の国家権利執行機関である。

中国の行政組織図を別図に示す。

３．中国の標準規格体系

（The System of Chinese Standards）

中国に於ける標準規格は，前述の国務院に所属

するAQSIQ（国家貭検総局）の基でSAC（国家

標準化管理委員会）が作成している。中国の標準

システム構造を図１に示す。

なお，旧来呼ばれていた中華人民共和国規格協

会（旧名CSBS）は法改正の一環として，SACの

中国に関する標準規格及び認証制度の紹介

中村　杏子＊

＊（財）建材試験センター中央試験所　防耐火グループ専門職

調査報告

図１　中国の標準システム構造
（The Standards System of China’s  Construction）



一部となり，中国の国家標準の規格などを制定す

る機関である。

中国標準規格は以下の4種類に分類される。

（1）国家標準（National Standards）

国家標準は強制規格であり，技術要求は全国一

律に強制的に義務づけられる規格である。

記号の見分けはGB（強制国家規格），GB/T

（推奨国家規格），GB/Z（国家標準化指導性技術

書）がある。例えば「GB 50045-95 高層民用建筑設

計防火規范」は高層建築設計にして強制的に適用

される防火規格である。

「GB/T 9978－1999建筑構件耐火試験方法」

は防耐火構造に関して推奨規格として定められた

試験方法であり，本規格はISO/FDIS/834-1:1997

（E）に準拠した規格である。

（2）業種分野別規格（Professional Standards）

国家標準ではないがいろいろな業種ごとに必要

とされる技術要求に対して義務づけられる規格で

あり，各省庁が主管となる。但し，国家標準規格

が公布された際，該当の業種分野別の規格は直ち

に廃止となる。

記号の見分けは，例えば公共安全分野では「GA」

のヘッダで示す。「GA 304-2001 硬聚 乙稀建筑

排水管道阻火圈」は建物に関するUPVC排水管の

防火リングに関する規定である。

（3）ローカル規格（Local Standards）

国家標準及び業種分野別規格ではない規格が各

地方（省，自治区，直轄市＊）ごとに必要とされ

る規格。主に製品の安全，衛生を要求する時に定

める規格で，農林畜水産に関する規定が多い。記

号の見分けは，「DB」と数字2文字のヘッダで示

される。例えばDB31で上海市を示す。

「DB31/T 321-2004 防盗防火安全門通用技術

条件」は上海市に於ける防盗・防火扉に関する共

通技術規定である。
＊直轄市：日本の政令指定都市に該当する。

（4）企業製品標準規格（Enterprise Standards）

国家標準，業種分野別規格ではない規格が各企

業製品が組織的な生産する時に必要とされる規格

である。本規格は現地の所轄にある自治体の標準

化行政主管に申請しなければならない。

記号の見分けは，企業規格の前に「Ｑ」のヘッ

ダで示す。

４．中国における製品認証概要

（The Introduction of Products Certification in

China）

従来は製品を中国に輸出する場合は，以下の二

つの強制認証を受ける必要があった。（図２参照）。

○SBQTS（State Bureau of Quality and Techni-

cal Supervision） 国家質量技術監督局による

CCEE認証である。通称長城マークで，「中華人

民共和国産品質量法」の法律に基づき，中国で流

通・販売される製品に対する強制認証。

○SAEXIQ（State Administration for Entry-Exit

Inspection and Quarantine） 国家出入境検験

検疫局による輸入製品の安全についてのCCIB認

証を取得する必要があった。

しかし，検査対象品目によって，これらの強制

検査が重複する場合が多々あり，ＷＴＯ加盟に向

け，上記の二重規制の問題や国内外企業との間で

製品認証制度の統一化を図るために，2001年4月

に従来の二つの機関，国家質量技術監督局

（SBQTS）と国家出入境検験検疫局（SAEXIQ）

を統合し，国務院の直属機構として「国家質量監

督検験検疫総局（AQSIQ）」を発足させた。

改正後の中国認証機構の組織を図２に示す。

【認証機関の概要】

○AQSIQ（General Administration of Quality

Supervision, Inspection and Quarantine of the

People’s Republic of China） 国家質量監督検

験検疫総局　略称「国家貭検総局」である。国務
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院の所管に属する。国内に於ける質量，計量，輸

入輸出商品検査及び検疫，輸入輸出動植物検疫及

び認可，標準化等を管理統括の機構である。

○SAC（Standardization Administration of

China） 国家標准化管理委員会：略称「標委会」

国務院に授権され，AQSIQ（国家貭検総局）

の傘下機関として，全国に於ける標準規格の制定，

統一執行する機構である

○CNCA（Certification and Accreditation

Administration of People’s Republic of China）

国家認証認可監督管理委員会国務院に授権さ

れ，行政管理及び監督を履行する機関である。

○CNAB（China National Accreditation Board

for Certifiers） 中国認証机構国家認可委員会

CNCAに授権され，マネジメントシステム審査登

録機関及び製品認証機関を認可する機関である。

○CNAT（China National Auditor and Training

Accreditation Board） 中国認証人員与国家培

訓机構国家認可委員審査員の管理機関として，審

査員の登録，教育及び監督を行う機関である。

○CNAL（China National Accreditation Board

for Laboratories） 中国実験室国家認可委員会

CNCAに授権され，試験所及び検査機関の認定管

理機関である。

５．3Ｃの認証新制度

中国では前述のようにSAEXIQ（国家出入境検

験検疫局）とSBQTS（国家質量技術監督局）を

統合する為，2002年4月30日，国家出入境検験検

疫局によるCCIB認証は廃止され，中国強制認証

CCC（China Compulsory Certification）がこれに

代わった。この新しい制度は2003年8月1日以降，

完全施行され，対象製品はCCC認証（3C認証）

がなければ中国へ輸出することができなくなった。

対象になるものは電気・電子製品を始め19種類

132品目（第1次指定）であり，建築用製品は安全

合せガラス（Safety glass）のみ。その後，2004年

5月1日より，ウッドペイント（Wood paints），陶

磁器質タイル（Ceramic tiles），コンクリート用

化学防凍剤（Anti-frozen reagents of Concrete）を

加えた。CCCマークではマークの右側に製品の区

別を表すアルファベットが表示される。（図３参照）

６．おわりに

以上中国に於ける国家標準に関連した事項を

まとめてみたが，そのシステムはまだまだ完成さ

れたものとは言えず，改正や見直しが続けられる

ものと予測されるため，今後の最新情報には常に

注意が必要と考えられる。

なお現在，中国の行政関係者が一番悩んでいる

のは偽シール問題であるという。ようやく立上が

った3Ｃ認証制度であるが，あっという間に偽3Ｃ

シールが現れているらしい。中国の経済発展が急

速であるだけに様々な課題が山積しているようだ。
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図２　改正後の中国の認証機構組織図
（Introduction of Certification and Accreditation Organization of China）

図３　３C認証マーク
（Certification Marks  of CCC）
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別図　中国の行政組織



ここに，紹介するJIS規格案は当センターが経

済産業省からの社会基盤創成調査研究『室内空気

汚染物質の試験方法に関する標準化調査研究』委

託に基づき慶応義塾大学　村上周三教授を委員長

とする室内化学物質測定法委員会において調査，

作成されたものである。これらの室内空気質測定

法のJIS規格案は，日本工業標準調査会標準部会

建築技術専門委員会において審議，承認され，現

在パブリックコメントに付されている。

室内空気質の測定法に関する標準化は，1994年

ISO/TC146大気（Air quality）専門委員会の下に

SC6室内空気（Indoor air）分科委員会が設置され，

国際標準化審議が開始され現在に至っている。

我が国は，1999年経済産業省（旧通商産業省）

の指導の下，同SCにOメンバー（オブザーバー）

登録した。その後，2001年5月にPメンバー（積

極的な会議参加国）として参加資格を変更し現在

に至る。ISO/TC146/SC6で提案されている，室

内放出物質の測定方法に関する規格・ドラフト

は，現在18規格であり、ホルムアルデヒド並びに

揮発性有機化合物（VOC）に関するサンプリン

グ，分析方法の規格は8規格である。ここではこ

の内の7規格に対応するJIS規格，並びに我が国独

自のサンプリング，分析方法２規格を含めた9規

格を紹介する。これらの室内空気質測定法規格の

構成を下図に示す。ISO/TC146/SC6での国際規
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規格基準紹介

JIS室内空気質測定法規格の紹介

天野　康＊
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図　室内空気質測定法規格の構成



格の審議動向（制定規格名称，原案審議状況など）

は 、 ISOホ ー ム ペ ー ジ http://www.iso.

ch/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/Technical-

CommitteeDetailPage.TechnicalCommitteeDe-

tail?COMMID=3660を参照いただきたい。

一方，我が国では2000年6月に，厚生労働省

（旧厚生省）において「シックハウス（室内空気

汚染）問題に関する検討会」を開催し，「室内空

気汚染物質の室内濃度に関する指針値の策定，及

びそれらの測定方法」を含む「室内空気汚染に係

るガイドライン」が示された。このガイドライン

は，その後「住宅の品質確保の促進等に関する法

律」への引用や平成15年の「建築基準法等の一部

を改正する法律」における建築材料のホルムアル

デヒド発散量による建材の等級基準の根拠基準と

して利用されている。

今回のJIS規格の作成に際しては、WTO/ TBT

（貿易の技術的障壁に関する）協定「批准国はそ

の国際調達において，正当な理由がある場合を除

き，適応されるべき国際規格がある場合には，そ

れを用いなければならない」との規定によって，

ISO規格との整合性が国際法上求められている。

従って，協定を遵守しつつ，我が国のガイドライ

ン等との整合性を図ったJIS規格を作成すること

となった。個々の規格の適用，概要は下表に示す

通りである。
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表　室内空気質測定法規格の適用範囲と概要
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蜷建築計画系のISO国際規格の歩み

私は1960年頃からこのISO規格の作業に参加し

ていますが，この40年の間にご存知の通り大きな

発展をみてきました。

返り見れば世界の標準化活動は先ず電気技術分

野が最初で，国際電気標準会議（IEC）として1906

年に創設されました。その後1926年に現在のISO

の前進である万国規格統一協会（ISA）が設立さ

れ電気以外の標準化が検討されました。それは主

として機械工学の分野に重点が置かれ，各々の規

格の調整が主な仕事であったようです。しかし，

その後1930年後半以降は次第に戦争の脅威が迫り

第二次世界大戦の勃発によってその作業は頓挫し

幾つかの国々は1942年には殆どその作業は中止し

ました。1944年に連合国18ケ国の各々の標準化団

体によって規格調整委員会（UNSCC） が業務を

引き継ぎ，終戦間近の臨時機関として活動しまし

た。1946年10月14日このUNSCC委員会はロンド

ンで開催され25カ国が参加して工業規格の国際的

統一と調整・促進を目的とした新しい国際組織を

作り出す事を決め，その結果として1946年ロンド

ン会議でISOが設立されました。更に第1回の臨

時総会が同年ロンドンで開催され1947年2月23日

に正式に発足しました。今年で58年経過した事に

なります。

ISOとCENの事務局はスイスのジュネ－ブに置

かれ，法的には非政府機構でスイスの法人格を保

有しています。ISOとCENは密接な連携のもとに

活動しています。会員である加盟各国の機関は殆

どが各々の国における標準局や規格協会のような

政府機関や法人組織です。

日本も1952年から加盟して，今年で53年経って

います。日本でのこれらの対応は，当時の通商産

業省の工業技術院材料規格課が中心となり，建築

分野では電気，機械，化学などの分野と共に我が

国の標準化と国際規格との調整を図りました。し

かし内容が進むと，各国の利害や通商上の支障な

どにより，一時に時間を掛ければ纏まる事ではな

く，ヨーロッパ自体の持つCEN規格やアメリカの

持つANSY規格又風土気候の異なる規格など，JIS 規

格にも多くの性能要求の違い又異なる試験方法や

評価基準の調整や決め方の問題がありました。

また，行政の関係では当時の建設省の関与は薄

く，ISOは通産省の管轄となっていましたが，現

在では両省の共通的理解の元にこの国際規格は我

が国全体の共通課題となりました。

日本建築学会でもISO国際規格の検討委員会が

設立され，建築分野のISO／TC59／Bulding－

construction，TC21＆TC92／Fire safety火災案全

と試験方法，TC98／建築構造物の基本設計，ま

た，TC205／Energy and building Environment な

ど多くの分野のISO国際規格を学会の渉外課長大

沢誠一氏が事務局となり作業を進めました。当時
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担当した分野は，建築モデュ－ルと構成材の関連

の公差，考え方，ドアセットとして枠とドアリー

フを一体にした構成材などの概念，今では我が国

の建築の工業化が進み，建築生産のための標準化

は更に細かく複雑に分離され，現在の作業項目は

それぞれの地域に国際規格が適合できるような原

則の国際規格になり，細部はその地域の材料，風

土の要求を満足させる事が重要になってきている

ようです。

蜷ISO／TC59／Bulding construction

議長は Mr．Aage Hallquist，セクレタリ－はド

イツ Mr. Harald Eide，日本の受入れ機関は建

築・住宅国際機構で，このTC59以外にTC10／

Technical drawings， TC219／Resilient floor

coverings など複数の国際機関との対応を行って

います。現在のTC59にあるコミッティーのタイ

トルは次のとおりです。

・TC59／SC2 用語と言語の調和

・TC59／SC3 ユザ－の機能要求と建築性能

・TC59／SC4 寸法公差と測定

・TC59／SC8 接合の製品

・TC59／SC13 建設工事のための仕様書

・TC59／SC14 デザインの効果

・TC59／SC15 一戸建て住宅と付属住宅の性

能基準

・TC59／SC16 既存建物，環境のアクセスと

使い易さ

・TC59／SC17 建築構造の性能持続

これらTC59は，国内委員会主査　岩井幸一 東

京家政学院大学教授を中心に，SC2，SC4は奥田

宗幸 東京理科大学教授，SC3は古瀬 敏 静岡文化

芸術大学教授がChairmanに，セクレタリーに建

築・住宅国際機構の庄司桂弥研究員が担当，SC8

は寺井達夫 千葉工業大学助教授，SC13は平野吉

信 国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究

部長，SC14，SC15は楡木尭 ベターリビング筑波

建築試験センター所長が担当し，TC10／SC8（建

築製図）と併せて建材試験センタ－町田清企画課

長，佐伯秀雄日本建材住宅設備産業協会総務部長

など専門家を交えて積極的な対応を行っておりま

す。（一部委員名・略）

蜷ISO／TC219/Floor coverings

この規格にはResilient floor coverings（高分子

床材）とlaminated floor coverings（硬質床材）が

あり他にテキスタイル系のfloor coveringsの３つ

の分科会がありますが，硬質床材は日本ではあま

り生産されていない床材です。

現在，議長はSimon vande vrande， セクレタリ

ーはイギリス Eddie Levio が担当しています。こ

の規格は，日本が10年程前にTC59に提案したもの

で，私が当時のコンビナ－をしていた関係で，現

在幾つかのISO規格の高分子床材料試験方法に日

本のJIS規格が取り入れられ，ISOの作業文書に参

考文献として紹介されています。現在，国内主査

として横山祐 東京工業大学教授を中心に宮宇地

信喜（東リ），砂澤周一（タジマ），佐伯秀雄（前

掲）及び庄治桂弥（前掲）が活動を行っています。

蜷ISO／TC59の各国の委員会参加状況

ISO／TC59（建築一般構造）の標準化作業に対

する各地域別のISOメンバ－の参加状況がBusiness

Planに纏められていましたので，TC59と各SCの幾

つかを紹介します。全体で31ケ国がPメンバ－であ

り44ヶ国がOメンバ－となっています（05年6月）。

これは地域別に示したもので，作業項目，地域に

より参加のレベルが異なっています。

地域は，1，アフリカ，2，アジア，3，オ－ス

トラリア，4，ヨーロッパ，5，北アメリカ，6，

南アメリカに分けてみる事ができます。
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TC59全体はやはりヨ－ロッパが中心でこれに

アジア，南アメリカの参加比率が高く又Oメン

バ－の参加も高く，これはヨ－ロッパ規格

（CEN）の強い存在が伺われます。SC2の用語は

地域差があり母国語が規格で使われるのでOメン

バ－で参加する事はないと言えます。又SC14な

ど新しい作業分野には先ずOメンバ－で参加する

のかも知れませんが，SC16の建物の環境基準，

及びSC17の構造基準はPメンバに参加する地域が

多いようです。
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地　域 地　域

地　域 地　域

地　域 地　域

TC59　全体 用語と言語の調和

デザインの効果 一戸建て住宅と付属住宅の性能基準

既存建物、環境のアクセスと使い易さ 建築構造の性能持続

（TC59の６委員会のみを掲載）

ISO/TC59各地域別メンバー参加状況



はじめに

独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）は，

昭和30年，日本住宅公団の設立以降，都市基盤整

備公団から継承した約77万戸の賃貸住宅につい

て，適切な維持管理を行い，約200万人の居住者

に安全，安心，快適な住環境を提供している。

良好な住環境を提供するためには，社会ニーズ

に対応した修繕，改修方法とその品質，性能の確

保に努めることが必要である。

UR都市機構の保全工事共通仕様書は，施工仕

様の標準化，機材及び工法の規格仕様の統一化を

図り，施工品質の確保並びに設計及び工事監理業

務の効率化を図るために，昭和59年度を初年度と

して定めている。以降，昭和61年からは概ね3年

毎に，関係法令，JIS，JAS等公的規格の改訂など

への整合，その時々の社会的要請などを反映した

既往仕様の改良改善や新技術の導入などへの整合

を図るなど，仕様内容について年々整備拡充を図

り，今般，平成17年版を整備したところである。

平成17年版仕様書の整備内容

今回の改訂では，さらなる約77万戸のストック

を意識した仕様書全体構成の整備を図るととも

に，情報化社会，高齢化社会などへの対応，環

境・エネルギー問題への対応など居住者ニーズ，

市場動向等を反映した仕様書として整備を図っ

た。なお，主な改訂内容は以下のとおりである。

（1）環境問題への対応

環境への配慮から，人体への健康に影響を及ぼ

す室内空気質汚染等について対応を図るととも

に，地球環境問題への対応としてグリーン購入法

の推進や建設工事に係る資材の再資源化に関する

法律など廃棄物の抑制，再利用の対応を図る。

①「グリーン購入法」の推進を周知

②居室内で使用する建材等について，ホルムア

ルデヒド放散等級F☆☆☆☆，揮発性有機化

合物の放散量に対する配慮について標準仕様

化。

③資材の再資源化等（リサイクル対応）に関す

る規定を記載。

（2）今回改訂で追加及び削除した項目

追加及び削除平成13年版仕様書改訂以降に採用

した既往仕様の改良や新仕様の適用，技術研究で

得た成果などについて検討のうえ導入を図るとと

もに，既に完了を終えた修繕や現状での修繕，改

修に馴染まない項目については削除する。

①新たに追加する主な項目

（ｲ）屋根外断熱防水の露出部全面修繕

（ﾛ）脱気絶縁複合防水（軽歩行用シート系）

（ﾊ）特殊加工フローリング

（ﾆ）室内特別清掃
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UR都市機構 住宅経営部

ストック活用技術チーム　畑中　聡

ＵＲ都市機構の保全工事共通仕様書について



②削除する主な項目

（ｲ）露出アスファルト防水M型（熱，常温）工法

（ﾛ）コンクリートマット工法

（ﾊ）居住者用倉庫

（ﾆ）共用廊下手摺設置

（3）市場動向や社会ニーズに対する対応

主に工事目的物で使用される部品，機器（以下

「機材」という）及び工法の品質，性能等の確認

方法について，新たに機材及び工法の品質判定基

準を定め，下記のとおり整備を図った。
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○独立行政法人都市再生機構が（ＵＲ都市機構）

が発注する工事に使用する材料は，工事共通仕様

書で各材料の品質を定めている。

その中には，機構独自に定めた品質基準（機材

の品質判定基準）も含まれている。当センターの

「都市再生機構の仕様書技術基準適合証明」事業

は，この品質基準の適合性を同機構にあらかじめ

登録された品質性能評価機関（以下，登録評価機

関という。）として審査証明し，証明書を発行す

るものである。

この証明書は，現場監督係官による使用資材の

承認判断を支援するもので，判断・承認の簡素化，

迅速化を図る手段となっている。

○この登録評価機関の制度は，平成12年版の都市

公団工事共通仕様書（保全工事を除く新築工事等

を対象とした仕様書）より導入されている。

昨年度に公共住宅事業者等連絡協議会と旧都市

公団の工事仕様書が統合一元化された「公共住宅

建設工事共通仕様書　平成16年度版」の発刊と都

市公団から都市機構に変わったことを受け，都市

再生機構の技術監理部門において登録評価機関制

度のより一層の活用を目的として，今年度に登録

評価機関の再審査・登録が行われた。

当センターも本年7月19日付をもって再登録

（更新）された（都市公団の評価機関としては平

成13年4月27日付けで登録）。

○登録評価機関としての当センターの適合証明書

の活用フローは図１のとおりとなる。また，当該

証明書発行までの業務フローは図２のとおりとな

る。
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性能評価本部 適合証明課

「ＵＲ都市機構の仕様書技術基準適合証明」
事業について

当センター適合証明課では，平成13年より当時の都市基盤整備公団（現・都市再生機構）の工事共通仕様書

に基づく「機材の品質判定基準」の適合証明事業をはじめ，法令基準以外の第三者基準，団体基準及び自己宣

言基準も含めた「建設資材の仕様書等技術基準適合評価・証明」事業を行っています。

現在はつぎの建材について証明を行っています。

・海外建設資材品質審査・証明

・都市再生機構の仕様書技術基準適合証明

・ホルムアルデヒド・VOC放散低減型建材の性能審査証明

・環境主張建設資材の適合証明　

これらは，製品供給者が製品の品質等を立証する場合，また製品ユーザー（購入者）が行う品質等の確認を

行う場合の支援となるものです。本号では，この中から，都市再生機構の工事共通仕様書の改訂を受け「都市

再生機構の仕様書技術基準適合証明」の事業についてご紹介します。



○評価対象品目

当センターが行う，新築工事による評価対象機

材の品目は次のとおりである。

（建築編）

１．コンクリート用高性能ＡＥ減水剤

２．初期補修用プレミックスポリマーセメントペ

ースト

３．初期補修用プレミックスポリマーセメントモ

ルタル

４．屋根外断熱工法用断熱材

５．無機質系塗膜防水材

６．量産ふすま

７．マスチック塗材（Ａ‐Ｂ‐Ｃ）

８．床下地材

９．S1工法用発泡プラスチック保温材

10．畳用防虫加工紙（布）

11．スリット材

12．玄関ドア
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図2 業務フロー

図1 適合証明書の活用フロー



13．玄関ドア用錠前

14．アルミサッシ

15．内装ドア・クローゼットドア

16．各住戸玄関扉用及び勝手口扉用錠前

17．各住戸玄関扉用及び内装扉用ドア・クローザ

18．浴室ユニット

19．キッチンキャビネット（セクショナルキッチ

ン・システムキッチン）

20．郵便受箱

21．手すりユニット

22．補助手すり

（機械編）

６．温水洗浄便座

８．洗面化粧ユニット

12．洗濯機用防水パン

13．浴槽

これまで同制度は新築工事（同機構　技術監理

部門）が対象であったが，本号にて掲載の「UR

都市機構の保全工事共通仕様書」の保全工事にも

同制度が導入されることとなった。

「保全版の機材及び工法の品質判定基準」（材

料，工法が一般的に普及，定着しているが，公的

な規格等が整備されていない機材について，都市

機構がある一定の品質基準を定めたもの）が新設

され，機材の品質の判断・使用の資材受入につい

ては，登録評価機関制度を活用することとなって

いる。したがって，保全工事での機材及び工法も

評価対象となった。

（機材編）

当センターが行う保全工事での評価対象品目は

次のとおりである。

１．リフレッシュペイント（RPシーラー/RP）

２．フレックスコート（FCシーラー/FP半つや有り）

３．ワンデイフィニッシュペイント（OFP）

４．フレックスエマルションペイント（FEP-Ⅰ）

５．有光沢フレックスエマルションペイント

（FEP-Ⅱ）

６．速硬軽量モルタル

７．厚付けモルタル

（工法編）

１．脱気絶縁複合防水（歩行用ウレタン系）

２．バルコニー等床防水（ウレタン系）

３．バルコニー等床防水（無機質系）

４．階段室床防水（ウレタン系）

５．階段室床防水用金属製ノンスリップ

６．外壁複合補修工法（狭小部）

７．階段室手すり設置（鋼製手すり）

８．階段室手すり設置（樹脂被覆手すり）

９．バルコニー手すりパネルの取替

10．浴室ユニット・パネル修繕

11．浴室ユニット・防水パン修繕

○審査基準

この事業は，同機構が定める品質基準を試験等

によって確認し，その上で所定の品質の材料が安

定的に生産・供給され，工事後にその性能が確保

されることを審査・証明するもので，つぎの項目

を審査基準と定めている。

①品質性能

②所定品質の安定供給能力に関する品質管理の

整備内容

③加工・施工後に製品が技術基準の品質性能を

確保するための施工・工事管理の内容

④クレーム対応等製品保証に対する内容

○お問い合わせ先

性能評価本部　適合証明課　担当：島崎

TEL 03-3664-9217 FAX 03-5649-3730

tekigou@jtccm.or.jp

（文責：適合証明課　島崎清幸）
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ニュース・お知らせ／ISO 9001／ISO 14001／性能評価／JISマーク

建材試験センターニュース建材試験センターニュース

10月からJISマーク表示制度が新JISマーク表示

制度に変わり，民間の第三者認証機関による製品

認証がいよいよスタートしました。

当センターは，これを受け土木・建築分野の登

録認証機関として正式に国に登録され業務を開始

しました。対象とするJIS区分は135製品規格です。

製品認証では，規格・基準・認証について製造

業者，加工業者，輸出入業者，販売業者に加え製

品の利用者，消費者などからも多くのお問い合わ

せ，ご意見などを頂くことを想定し，技術部門の

スタッフを含めご相談に対応いたします。またご

利用頂きやすいよう，窓口支所を全国7カ所に設

置するなど態勢を整備いたしましたので，沢山の

ご利用をお待ちしております。

当センターの対象JIS区分の詳細，各対応窓口

等は本号の特集6ページ又はホームページwww.

jtccm.or.up/jismark/をご参照下さい。

性能評価相談室では，平成17年10月3日より当

センター関西支所（大阪市）内に性能評価相談室

を開設しました。従来の東京，埼玉，山口に加え

て，大阪市内での事前相談も可能になります。こ

れまで性能評価相談室をご利用になっておられな

いお客様も，是非これを機会にご利用下さい。

関西支所での事前相談は，予約制での対応にな

ります。下記の性能評価相談室事務局までお気軽

にお問い合わせください。

性能評価相談室では，当センターの試験及び評

価の専門家である相談員が，皆様からの性能評価

申請の相談を承ります。

（事前相談の内容）

①申請仕様（＝申請される内容）の確定

②申請仕様を評価するための試験体の選定及び

選定理由の確認

③試験実施時期，試験体の作製条件の確認

④評価スケジュールの調整

当センターでは，性能評価に係る時間の短縮に

務めております。性能評価の申請の際には，事前

に充分な打合せを行なうことにより，申請以後の

時間短縮につなげることができます。関西周辺地

域のお客様におかれましても，性能評価の申請を

お考えの際には，ぜひ当センター性能評価相談室

をご活用ください。

■相談のお申込み並びにお問合せ先

性能評価相談室　事務局　

TEL  03-3664-9227 FAX  03-3664-9310

E-mail soudan@jtccm.or.jp

ニュース・お知らせ

新JISマーク表示制度による登録認証機関
として「製品認証」業務を開始

本部事務局・標準管理課

大阪に性能評価相談室を開設しました

性能評価相談室

「製品認証」業務開始のプレスリリース模様
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建材試験センターニュース建材試験センターニュース

日本建築学会大会2005年度／建材試験センター発表標題

東大阪市の近畿大学において，9月1日～3日に

かけて平成17年度の日本建築学会大会学術講演会

が開催され，当センターからは材料系12題，構造

系11題，防耐火系４題，環境系８題の計35題の発

表が行われました。

特に構造系では「実大木造住宅の振動台実験手

法に関する研究」のテーマが9題発表され，聴講

者数が定員に近い200名前後と例年の2倍以上にな

るなど，振動実験の関心の高さが覗えました。

論文の概要は（社）日本建築学会から発行され

ている学術講演梗概集に掲載されていますが，来

月号から，本誌の「技術レポート」の項で同大会

に投稿した技術論文をベースにした詳細版を順次

ご紹介する予定です。また当センターのホームペ

ージでも論文を紹介しております。（www.jtccm.or.jp）

発表者及び標題は下表のとおりです。

平成１７年度日本建築学会大会
（近畿）開催される

－建材試験センターから35題を発表－

中央試験所
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ISO 9001・ISO 14001登録事業者

ISO 9001（JIS Q 9001）

登録事業者（平成17年8月12日付）
ISO 9001（JIS Q 9001）

＊他の審査登録機関より移転してきた組織のため，他と「登録日」及び「有効期限」が異なっています。

ISO審査本部では，下記企業（４件）の品質マネジメントシステムをISO9001（JIS Q 9001）に基づく審査の結

果，適合と認め平成17年８月12日付で登録しました。これで，累計登録件数は1,890件になりました。

RQ1887

RQ1888
　　＊

RQ1889
　　＊
RQ1890

1998/10/16

2001/11/13

2002/12/20

2005/08/12

2007/10/15

2006/01/20

2005/12/19

2008/08/11

株式会社大林組・エ
ンジニアリング本部

共同建設株式会社

都市工業株式会社

株式会社メックス

東京都港区港南2-15-2
<関連事業所>
大阪エンジニアリング部

大阪府大阪市住吉区住吉
1-1-3-101
<関連事業所>
本社，東大阪営業所，西
宮営業所
山口県下関市小月小島2-
7-32
大阪府大阪市東成区東小
橋1-13-13
<関連事業所>
京都支店，神戸支店，姫
路支店，和歌山支店，滋
賀支店

半導体，医薬，食品の生産施
設，医療・福祉施設，海洋関
連施設，砂漠化防止施設，発
電・エネルギー施設，ロジス
ティクスを含む物流施設，水
処理・土壌浄化，廃棄物処理
の環境保全施設及び情報シス
テムに関連するエンジニアリ
ング業務，プロジェクトマネ
ージメント業務
建築物の設計，工事監理及び
施工，土木構造物の設計及び
施工

土木構造物の施工（“7.3　設
計・開発”を除く）
電気関連施設，空気調和・給
排水衛生設備の施工（“7.3　
設計・開発”を除く）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

　　＊

ISO審査本部では，下記企業（１件）の環境マネジメントシステムをISO14001（JIS Q 14001）に基づく審査

の結果，適合と認め平成17年８月16日付けで登録しました。これで累計登録件数は443件になりました。

ISO 14001（JIS Q 14001）

登録事業者（平成17年８月16日付）
ISO 14001（JIS Q 14001）

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

RE0443 ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2008/08/15 イナックストステ
ム・ビルリモデリ
ング株式会社・本
社

東京都新宿区西新宿3-2-11　新
宿三井ビル2号館8F
<関連事業所>
仙台支店，名古屋支店，大阪支
店，福岡支店

イナックストステム・ビルリモデリ
ング株式会社及びその管理下にある
作業所群における「金属製サッシ，
ガラス・金属製カーテンウォール，
金属パネル及び陶磁器質タイルを用
いた外壁改装工事に係る設計及び施
工」，「金属製ドア，手摺等の改装
工事に係る設計及び施工」，「バス
ルーム，トイレの改修工事に係る設
計及び施工」に係る全ての活動

2005/08/16
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建築基準法に基づく性能評価書の発行

建築基準法に基づく性能評価終了案件（平成17年８月末までの掲載申込み分）

性能評価本部では，建築基準法に基づく構造方法等の性能評価において，平成17年８月１日から８月31

日までに39件の性能評価書を発行し，累計発行件数は2268件となりました。

なお，これまで性能評価を終了した案件のうち，平成17年８月末までに掲載の申込みがあった案件は次

の通りです。

これまでに終了した案件と大臣認定番号の一覧は，当センター性能評価事業のホームページをご覧下さい。

（http://www.jtccm.or.jp/seino/anken/seinou_kensaku/seinou_kensaku.htm)

グラスウール充てん／れんが・構造用合
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁の性能評価
イソシアヌレートフォーム充てん／両面
塗装／亜鉛めっき鋼板の性能評価
紙系壁紙の性能評価

表面側ガラスペーパー張・裏面側ガラス
糸補強アルミニウムはくクラフト紙張／
表面側フェノール樹脂接着剤塗・裏面側
酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／グラスウール保温筒の性能評価
変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗
装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレート
フォーム・押出法ポリスチレンフォーム
保温板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁の性能評価
網入板ガラス入綱製引き戸の性能評価

天然木化粧合板・繊維混入けい酸カルシ
ウム板両面張木質系片開き戸の性能評価
塩化ビニル樹脂系壁紙の性能評価

グラスウール保温板充てん／塗装溶融亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁の性能評価
複層ガラス入木製両開き戸の性能評価

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グ
ラスウール断熱材の性能評価
ロックウール繊維混入／けい酸マグネシ
ウム板の性能評価
硬質ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっ
き鋼板・硬質木片セメント板表張／軽量
鉄骨下地屋根の性能評価

ＡＢＣブリックシ
ステム

ＦＳパネル

植物系壁紙

マイクロ丸ダクト

センタースパン，
ＦＮ型，ＧＰＮ型

ＮＥＷウッディセ
ブン60

東邦スーパーサイ
ディング

ラスティック玄関
ドア
グラスウール断熱
材
グリッドコアパネ
ルＦ－１Ｌ
センター横暖ルー
フＤＸ

有限会社大原工務
所

株 式 会 社 フ リ ー
ザーシステム
株式会社トミタ

株式会社マグ

株 式 会 社 チ ュ ー
オー

日本運搬機械株式
会社/株式会社エー
ステック
セブン工業株式会
社
グローバルワンケ
イトレーディング
株式会社
東邦シートフレー
ム株式会社

湯田木工株式会社

株式会社ワンワー
ルド
前澤工業株式会社

株 式 会 社 チ ュ ー
オー

防火構造　耐力
壁　30分

不燃材料(20分)

令第20条の5第4
項に該当する建
築材料
令第20条の5第4
項に該当する建
築材料

防火構造　耐力
壁　30分

遮煙性能を有す
る防火設備

特定防火設備

令第20条の5第4
項に該当する建
築材料
準耐火構造　耐
力壁　45分

防火戸その他の
防火設備
不燃材料(20分)

不燃材料(20分)

耐火構造 屋根
　30分

法第2条第八号

法第2条第九号(令
108条の2)
令第20条の5第4
項

令第20条の5第4
項

法第2条第八号

令第112条第14
項第二号

令第112条第1項

令第20条の5第4
項

法第2条第七号
の二

法第2条第九号
の二ロ
法第2条第九号(令
108条の2)
法第2条第九号(令
108条の2)
法第2条第七号(令
107条)

2005/7/26

2005/8/17

2005/8/15

2005/8/15

2005/8/15

2005/8/11

2005/8/24

2005/8/15

2005/8/11

2005/8/15

2005/8/22

2005/8/11

2005/8/22

05EL056

05EL038

05EL045

05EL046

05EL066

05EL083

05EL085

05EL089

05EL090

05EL091

05EL093

05EL094

05EL098

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名
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グラスウール充てん／れんが・構造用合
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁の性能評価

ＡＢＣブリックシ
ステム

有限会社大原工務
所

防火構造　耐力
壁　30分

法第2条第八号2005/7/2605EL056

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗
装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
構造用合板表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁の性能評価
コルク壁紙の性能評価

Ｄ型Ⅲ，ＦＢ型，
ＤⅡ型

株 式 会 社 チ ュ ー
オー

広島貿易株式会社

防火構造　耐力
壁　30分

令第20条の5第4
項に該当する建
築材料

法第2条第八号

令第20条の5第4
項

2005/8/15

2005/8/15

05EL099

05EL147

JISマーク表示認定工場

認定検査課では，下記工場をJISマーク表示認定工場として認定しました。これで，当センターの認定

件数は168件になりました。

JISマーク表示認定工場（平成17年８月４日，22日付）

住宅品質確保促進法に基づく試験終了案件（平成17年８月までの掲載申込み分）

8TC0502

6TC0501

3TC0508

レディーミクス
トコンクリート

レディーミクス
トコンクリート

レディーミクス
トコンクリート

有限会社山田建材店

アスカ生コン有限会社

東京湾岸産業株式会社

長崎県南高来郡加津佐町
乙－857

山口県大島郡周防大島町
大字久賀766-1

東京都大田区京浜島3-3-1

Ａ５３０８
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリート
Ａ５３０９
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリート
Ａ５３１０
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリート

認定番号 認定年月日 指定商品名 認定工場名 住　　所 認定区分

2005/8/4

2005/8/22

2005/8/22

〔*印は追加認定〕

環境主張建設資材の適合証明書の発行

性能評価本部では，平成17年９月７日付で「環境主張建設資材の適合性証明事業」において申請のあっ

た下記資材について，当該要綱に従い，評価ガイドに基づく環境主張並びに資材の品質等について審査を

行った結果，適合と判定し，証明書を発行致しました。

株式会社　クボタ
枚方製造所

平成17年９月20日
　　　  ～
平成20年９月19日

弁体に充水機能をもち，バイパス管，
副弁，弁室を必要とせず直接埋設で
き，施工時の廃土発生を抑制する。
ライフサイクル２級

充水バタフライ弁（BT-
AJ,BT-ASJ,BT-ANJ)

水道用バタフライ弁CCG0004

証明番号 資材名称 商品名 資材概要 申請者名 有効期間

住宅の品質確保の促進法に関する法律に基づく型式適合認定書の発行

性能評価本部では，住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅型式性能認定において，累計28

件の住宅型式性能認定書を発行しています。

これまで認定を終了した案件のうち，平成17年８月までに掲載の申込みがあった案件は次の通りです。

プラスチック系断熱材を使用した外張り
断熱工法により，省エネルギー対策を講
じた住宅

　　　  －
太平ホーム株式会
社

等級４（Ⅳ地域）5-1省エネルギー
対策等級

2005/7/805EL067

受付番号 完了日 性能表示の区分 形式の等級 形式の内容 商品名 申請者名



回転扉のJIS制定

経済産業省

経済産業省は8月末に自動回転ドアの日本工業
規格（JIS）を公示する。リスクアセスメント

（事前に想定されるリスクの評価）の考え方を取
り入れ，安全面を重視した内容とした。昨年，東
京・六本木ヒルズで起きた自動回転ドアの事故を
契機に事故防止のガイドラインが定められたが，
JISの制定で具体的な安全基準をメーカーに示し
ていく。

自動回転ドアのJISは機械分野の安全設計・規
格を示した国際規格「IS0 12100」をベースに策
定した。リスクを段階的に低減するため，①安全
設計，②安全装置の装備など安全防護策，③取り
扱いの注意など使用上の情報提示－など3段階の
取り組みを提示し，安全性を確保できるようにした。

2005.8.12 日刊工業新聞

スライド式自動ドア安全ガイドラインを策定

全国自動ドア協会

全国自動ドア協会は，スライド式自動ドアの現
実的な安全方策を示したガイドラインをまとめ
た。稼働している自動ドアの大半を占めるスライ
ド式は，これまでに死亡事故の報告はなく，安全
性の高い自動ドアと認識されている。しかし，小
規模ながらも，開く前に進入して衝突するなどの
事故が起きている。同協会は，大きな事故につな
がる可能性があるため，小規模な事故もできるだ
け減らそうという考えから，自主的にガイドライ
ンを策定した。ガイドラインをベースに，適合す
る自動ドアを普及させ，事故を減らすねらいだ。

2005.9.7 建設通信新聞

BCPモデル計画書を策定

中央防災会議

中央防災会議の「民間と市場の力を活かした防
災力向上に関する専門調査会」が設置している

「企業評価・業務継続ワーキンググループ」は，
事業継続計画（BCP）の文書構成モデル例をまと
めた。

事業継続計画書は，重要業務を回復復旧時間内
に必ず回復し，事業を継続させるための具体的な
対策。事業継続とともに対応すべき重要事項であ
る生命の安全確保，二次災害防止，地域貢献・地
域との共生などの対策，といった事業継続計画を
運用していくための対策を網羅している。ガイド
ラインの理解を助ける補足資料と位置付けてお
り，中堅製造業の事業継続計画書の場合は，基本
方針，被害想定，バックアップ，家庭における防
災など20の項目とマニュアル類で構成している。

2005.9.13 建設通信新聞

中古・賃貸拡大促す

国土交通省

住宅政策の進め方を検討してきた社会資本整備
審議会は，住宅基本法の制定などを求める報告書
をまとめた。

これによると，国が住宅建設戸数の目標を決め
る現行の方式を廃止し，耐震性に優れていたり，
バリアフリーや省エネルギーに配慮した住宅な
ど，質の向上が重要だとみて，これらの住宅の割
合を設定することなどを課題として挙げた。また，
世代ごとに適当な住宅に住み替えることができる
よう，公団住宅などをファミリー層向けに再整備
するなど，中古・リフォーム市場や賃貸市場の整
備などを掲げた。同省は与党と調整したうえで，
来年の通常国会に基本法の提出を目指す。

2005.9.13 日本経済新聞
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主要駅の耐震改修促進

国土交通省

首都直下地震などの大規模地震に備え，国土交
通省はJRや私鉄などに，乗降客数の多い主要駅の
耐震改修を急ぐよう促す方針を決めた。乗降客数
が一日1万人超の主要駅は，鉄道業者が耐震改修
工事を行う費用を補助する。また，地震発生で地
下鉄が止まっても車内の乗客が災害情報を得られ
るよう，地下トンネル内でもFMラジオが聞ける
設備を整備する。

中央防災会議は，首都直下地震が起きた場合，
交通機関のマヒや道路網の寸断などによって，一
都三県で約650万人の帰宅困難者が発生すると想
定している。同省は主要駅の耐震化によって，こ
うした帰宅困難者を一時的に収容することもでき
ると考えている。

2005.8.25 日本経済新聞

震度7に耐える新構造建築物

経済産業省

経済産業省は2006年度に，震度7の地震に耐え
られる新構造の建築物の建設について，研究開発
事業を立ち上げる。建築物の骨組みに高強度鋼と
地震の力を減少させる緩衝材（ダンパー）を使用
した構造システム技術を確立し，耐震性を高める。
同時に建築材料の削減や部材の再使用化を進め，
省エネ・省力化を実現する。地震災害への対応が
緊急の課題に挙がる中で，建築物の構造や部材技
術の側面からアプローチする。

同省は国土交通省と連携して取り組む。主に経
産省は部材，国交省は建設を担当し，2004年度に
は共同で調査事業を実施した。国交省は本年度か
ら研究開発事業に着手している。両省は関係業界
団体を交えながら，情報交換などを進めていく。

2005.9.8 日刊工業新聞

グリーン・マーク制度導入

流山市

千葉県流山市は，緑豊かなまちづくりやヒート
アイランド現象の抑制などを図るため，民間の住
宅や施設の緑化を評価，支援する「流山グリー
ン・マーク制度」を導入する。

8月24日に開業したつくばエクスプレス（TX）
沿線で進められている土地区画整理事業の区域な
どを中心に，住宅や民間施設に緑化を促し，市が
それを評価する。同制度で評価・認定された場合
は，敷地面積に占める高木の数などに応じて，優
遇措置を設ける。緑地公園などと住宅地との緑の
連続性を重視し，地域全体が緑に囲まれた街をめ
ざす。

年度内にも評価基準などのガイドラインをまと
める見込み。2006年度には，同制度に基づいた事
業を予算化し，実証実験したい考えだ。

2005.9.8 建設通信新聞

環境性能表示ガイドを作成

東京都環境局

東京都環境局は，分譲マンションの販売広告に，
環境性能の表示を義務付けた「マンション環境性
能表示制度」のガイドラインを作成した。ガイド
ラインは，環境性能の表示内容・方法や，表示対
象となる広告の種類のほか，デベロッパーなど建
築主から受けた質問項目に対する回答などを明記
している。建築主が環境性能表示を拒否した場合
は，「指導・助言」「勧告」「従わない理由の公表」
と3段階の措置をとり，立ち入り調査を実施する
ことも示している。建築主らは都に「制度を活用
して販売を加速させる」などの意向を示しており，
都も近くホームページで公開する予定だ。

2005.9.2 建設通信新聞
（文責：企画課 田口）
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９月11日に小泉内閣の郵政民営化の是非を最大の争点として

衆議院選挙が行われました。

今回の投票率は約67.5％となり小選挙区比例代表並立制が導

入されて以降，４回の衆議院選挙で最高となりました。その理

由としては，郵政民営化法案に反対した議員に対立候補（刺客）

を立てるなどの自民党の分裂や民主党の政権交代なるかなどの

有権者の関心が極めて高かったことが挙げられます。

結果は，既にご存じのように自民党の圧勝（296議席）。

郵政民営化の是非については決着が着いたといえます。

経済界においても，郵政民営化を突破口として，懸案となっ

ている構造改革がスピード感をもって断行されることを期待し

ています。また，このところ株価も順調に上昇しており，将来

の一抹の不安を感じながらも，光明を多くの人がつかみ取った

ように思えます。 （西脇）

あ と が き

ご購読ご希望の方は，上記㈱工文社
までお問い合せ下さい。

新しいJIS制度が今月からスタートしました。

当センターも民間の第三者認証機関（登録認証機関）と

して国に登録され，製品認証の事業が始まりました。

今月号では，この事業についての“ご案内”を掲載して

います。認証を希望されるお客様方がスムーズに申請でき

るよう，本誌や当センターホームページより逐次情報など

をお知らせして参ります。また，“JIS認証相談室”も設置

しておりますのでこちらもご利用下さい。

また，今月号から４回に渡りドイツの熱湿気関係の研究

に大変お詳しい、お茶の水女子大学の田中辰明教授にフラ

ウンホーファー研究所の紹介を兼ね「非定常熱湿気同時移

動のシミュレーションプログラム」“WUFI”についてご執

筆いただきます。同研究所はドイツでは大変大きな研究所

であり，実用化に向けた研究が行われているようです。ま

た当センターの試験・研究とも似かよった部分もありま

す。日独の共同研究も盛んに行われており，いろいろご参

考になるかと思われます。 （高野） 禁無断転載
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